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鎌 倉 市 議 会 ⃝定例会等の主な動き
本会議（12/ ６～12）… ……………… 一般質問、議案上程、採決…（２・４面）
各常任委員会（12/13～15・18）…… 議案、請願・陳情審査等…（３・４面）
議会全員協議会（12/21）……………………………………………………（３面）
本会議（12/22）……………………… 委員長報告、議案上程、採決…（４面）

⃝定例会の概要
・�12月定例会では20名の議員が一般質問を行いました。
・�市長提出議案として、条例関係議案６件、補正予算議案２件、その他
議案９件を可決し、鎌倉市監査委員の選任議案、人権擁護委員の推薦
議案にそれぞれ同意しました。

・�議員提出議案として、「松尾市長に対する問責決議について」を可決
しました。

・�請願１件を採択しました。

平成29年12月定例会（12月６日～12月22日）
鎌倉市事務分掌条例の一部改正議案を可決

【今後の定例会開会予定日】２月定例会：２月７日（水）

「議会の権限」とは？
　市議会には、市民の代表として十分な活動が出来るよう議決権、調査権などの
権限が与えられています。
・�議決権…　市政を進めていく上での重要な案件は、市議会の決定が必要で、こ
れを議決といいます。議決が必要なものとして、①条例を定めたり、改正する
こと。②市の予算を定めたり、決算を認定すること。③市の税金、使用料、手
数料などを決めること。④一定の金額以上の工事や物件の購入の契約を決める
こと。⑤副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意することなどがあります。
・�調査（検査）権…　市の仕事が決められたとおりに無駄なく行われ、本当に市民
のためになっているかということについて、厳しく見定めるため、事務の調査
や検査、監査委員に監査を求めることができます。

鎌倉市議会の１年
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「定例会」とは？
　２、６、９、12月の年４回、約１カ月間
開かれる会議です。議会の場で話し合
う議案は、常任委員会に付託し、審査
します。審査が終わったら、改めて全
員が出席する本会議を開き、各常任委
員会の委員長から審査結果の報告があ
り、その後採決を取ります。

鎌倉市議会の１年の
主な流れについてご案内します

さまざまなテーマについて、
講師を招き研修を行っています。

各常任委員会等で先進市へ視察
を行います。

挙手で賛否をあらわします。

議案採決の様子

公共施設再編について、長岡市への視察の様子

姉妹都市の議員と交流します。

市内２カ所で実施します。審査内容の報告と、市政、
議会に対するご意見を伺います。

６月５月４月３月２月１月

１２月１１月１０月９月８月７月

「広報活動」
　市民の皆様に議会での審査結
果を報告するため、「かまくら
議会だより」、「議会報告会・意
見聴取会」、「市議会ホームペー
ジ」等で周知を行っております。
　また、議会が閉会中にも、行
政視察や、各種研修を行い、政
策提言のため活発に活動してい
ます。

決算等を審査

予 算 等 を 審 査

平成29年11月足利市来鎌の様子


